
 

 

 

 

 

（回 答） 

設工認申請書は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の別表第2（第9条，第12条関係）及び「発

電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド」を参考に作成している。 

規則第9条第2項において工事計画には，別表第2の上欄に掲げる種類に応じて，同表の中欄に掲げる事項を記載

しなければならないと規定されている。別表第2を確認したところ，つり具についての記載がないことから設工認申

請書の対象外とし，運用（保安規定）で対応することとしている。 

 

伊方発電所における，使用済燃料乾式貯蔵施設（平成30年５月25日設置変更許可申請）における審査会合資料（令

和元年12月17日）には，垂直吊具及び水平吊具は，関連工具類として記載されているが設置変更許可申請書及び工

事の計画の認可申請には記載されていない。（参考資料参照） 

 

以上 

  

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

提 出 日 2022年3月25日 
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項目 コメント内容 

安全機能を有す

る施設 

（第13条） 

添付11-1P2(PDF2467)，コメント回答No.1206-01①～④P178～179 

・受入れ区域天井クレーンの吊り具について，事業変更許可の添付書類には記載があるが，設

工認申請書には記載がない。 

・コメント回答No.1206-01②において，「運用（保安規定）で対応」と整理しているが，吊り

具を対象としないと判断した理由を説明すること。 
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参考資料 

伊方発電所の審査会合資料（抜粋） 
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